
第24回

定時株主総会
招集ご通知
■ 日時

2026年６月26日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）
■ 場所
東京都渋谷区初台二丁目５番８号
西新宿豊国ビル２Ｆ
※開催場所が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場
ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。

■ 決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選

任の件

証券コード：7062

株主の皆さまへ
議決権の行使につきましては、インターネ
ット又は郵送により事前にご行使いただ
けますので、３・４ページをご参照ください。

議決権行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後６時まで
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証券コード 7062
2026年６月11日

（電子提供措置の開始日2026年６月４日）

株主各位
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山梨県中巨摩郡昭和町西条1514番地
(本社 東京都品川区西五反田二丁目27番３号)

代表取締役社長ＣＥＯ 澤登 拓

第24回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第24回定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト（https://fureasu.jp/ir/irlibrary/?yr=2026&tp=4）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月25日（木曜日）午後
６時までにインターネットの電磁的方法又は書面によって議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。

敬 具
記

1 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

2 場 所 東京都渋谷区初台二丁目５番８号 西新宿豊国ビル２Ｆ
※開催場所が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげ
ます。
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3 目的事項 報告事項 （１）第24期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び連結
計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件

（２）第24期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
■当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
■議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
■電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示いただき、行使期限ま
でに当社株主名簿管理人に到着するよ
うご返送ください。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申しあげます。

にアクセスし、同封の議決権行使書用
紙に記載の議決権行使コード及びパス
ワードをご利用のうえ、画面の案内に
従って議案に対する賛否をご登録くだ
さい。

パソコン、スマートフォン等から、議
決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

2026年６月25日（木曜日）
午後６時到着分まで

2026年６月26日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）

2026年６月25日（木曜日）
午後６時行使分まで

行使期限

株主総会開催日時

行使期限

事前の議決権行使をいただく場合

当日ご出席いただく場合

書面による議決権行使

株主総会へ出席

インターネットによるご行使

議決権行使方法についてのご案内

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

重複して行使された議決権の取扱いについて
（1）�書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」

を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（2）�インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使と

して取り扱わせていただきます。

株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

議決権行使について  0120-652-031（9:00～21:00）
その他のご照会  0120-782-031（平日9:00～17:00）

詳細につきましては次頁をご覧ください。

同封の議決権行使書用紙の右下「ス
マートフォン用議決権行使ウェブサイ
トログインQRコードⓇ」をスマート
フォンかタブレット端末で読み取りま
す。

2026年６月25日（木曜日）
午後６時行使分まで

行使期限

「スマート行使」によるご行使

詳細につきましては次頁をご覧ください。

見本 
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議決権行使コード

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイト
ログインQRコードⓇ」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

「次へすすむ」を
クリック

同封の議決権行使書用
紙に記載の「議決権行
使コード」をご入力く
ださい。

同封の議決権行使書用
紙に記載の「パスワー
ド」をご入力ください。

※�ご自身で「パスワード」を設定されていない株主様は、新しい�
「パスワード」をご登録していただく必要があります。

確認画面で問題なければ「この内容で
行使する」ボタンを押して行使完了！

※�議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。
※�インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする  議決権行使ウェブサイトへアクセスする

 議決権行使ウェブサイトを開く  ログインする

 ��パスワードを入力する �各議案について個別に
指示する

 ��全ての会社提案議案について
「賛成」する

※�QRコードⓇは、株式会社
デンソーウェーブの登録
商標です。

 以降は画面の案内に従って
賛否をご登録ください。

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードⓇを読み取り、同
封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net 
へ直接アクセスして行使いただくことも可能です。）。

クリック

パスワード

見本 

https://www.web54.net
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事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

5

1 企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、長引く国際情勢の不安定化、円安によるコスト負担増加等の影響はあ

ったものの、賃上げなど雇用・所得環境の改善により回復傾向にありました。しかしながら、物価上昇によるコ
ストの増加など、先行き不透明な状況が続いております。
当社グループが属する在宅マッサージ業界及び介護業界におきましては、少子高齢化が加速する一方で、医療

機関における病床数の減少が見込まれるとともに、政府による地域包括ケアシステムの構築の推進活動と相俟っ
て、在宅療養の重要性がますます高まってきております。
このような状況のもと、当社グループのマッサージ直営事業及びマッサージフランチャイズ事業においては、

2024年６月より、はり師、きゆう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費が改定されたことに伴い、
施術単価が増加しております。一方で、当社グループのメディカルケア事業に含まれる医療対応型療養施設にお
いては、看護師、介護士の採用遅れによるサービス提供回数の減少及び一部施設における一時的な入居率の減少
が発生いたしました。また、看護小規模多機能型居宅介護施設においては、看護師、介護士の採用遅れによるサ
ービス提供回数の減少及び営業活動の不足による利用者獲得の遅れが発生いたしました。そのため、2025年９
月１日に、医療対応型療養施設の全部及び看護小規模多機能型居宅介護施設の一部を事業譲渡いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,637,505千円（前期比0.7％増）、営業利益は293,222千円（前期営
業損失105,098千円）、経常利益は337,991千円（前期経常損失165,566千円）、親会社株主に帰属する当期純
利益は508,915千円（前期親会社株主に帰属する当期純損失244,549千円）となりました。
当連結会計年度より、一部所属セグメントの見直しを行いました。主に「施設系介護サービス事業」と「その

他の事業」に区分していた訪問看護サービスについて「メディカルケア事業」へ集約しております。

①マッサージ直営事業
マッサージ直営事業では、筋麻痺や関節拘縮といった症状が進んでしまった利用者に対して、日常生活動作能

力（ＡＤＬ能力）の向上を目的として、従前よりも高頻度なサービス提供を提案することで、サービス提供回数
の増加に取り組んでまいりました。当連結会計年度においては、営業専門部署設置等による初療数の増加及び鍼
灸施策による鍼灸レセプト数の増加により、売上が増加しました。一方、採用、研修等の人的先行投資も進めた
ため、増収減益となりました。
以上の結果、売上高は4,144,207千円（前期比4.5％増）、セグメント利益は1,154,272千円（前期比5.9％減）

となりました。
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②マッサージフランチャイズ事業
マッサージフランチャイズ事業は、フランチャイズ加入パッケージを拡充したこと等により「フレアス在宅マ

ッサージ」フランチャイズの新規開設が進み、当連結会計年度末における加盟店数は361拠点（前期比4.9％増）
となりました。
ロイヤリティ収入等についても、加盟店数増に伴い、増加した結果、増収増益となりました。
以上の結果、売上高は1,133,382千円（前期比10.6％増）、セグメント利益は286,618千円（前期比5.3％増）

となりました。

③メディカルケア事業
メディカルケア事業においては、2025年９月１日に、医療対応型療養施設の全部及び看護小規模多機能型居

宅介護施設の一部を事業譲渡いたしました。そのため、2025年９月より看護小規模多機能型居宅介護施設６施
設での運営となりました。
以上の結果、売上高は2,344,404千円（前期比8.2％減）、セグメント損失は184,337千円（前年同期セグメン

ト損失593,611千円）となりました。

④その他事業
その他の事業セグメントに含まれる主な事業である研修事業については、当社グループの研修強化に伴い、セ

グメント間での内部売上取引が発生しております。
以上の結果、売上高は142,321千円（前期比18.5％減）、セグメント損失は20,429千円（前期同期セグメン

ト損失1,305千円）となりました。

（２）設備投資の状況
当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、603,921千円であります。その主な内訳は、主にメディカ

ルケア事業に係るリース資産577,821千円であります。
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（３）資金調達の状況
該当はありません。

（４）対処すべき課題
当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業を主たる事業として展開しており

ます。
現在の我が国は、国民の29.3％が65歳以上の高齢者（出所：内閣府「令和７年版高齢社会白書」）という世界

保健機関（World Health Organization:WHO）が定義する「超高齢社会」を迎えております。これに伴い医
療費のうち入院費を含む診療費は、年間48兆円を超える規模にまで膨らみ（出所：厚生労働省「令和６年度 医
療費の動向」）、我が国は、社会保障費等の増加による財政の悪化に直面しております。
このような状況下、入院費の削減を目的とした医療機関の病床数の削減が政府目標として掲げられるととも

に、在宅医療と在宅介護の充実化により医療機関における診療から在宅医療への転換を図る地域医療構想（「地
域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推
進法）」及び「医療法」第30条の４第２項）が政府の方針として打ち出されております。
また、日本の高齢者人口がピークを迎えることで発生する、より深刻な社会・経済的課題になるといういわゆ

る「2040年問題」が到来し（出所：厚生労働省 医療費の動向（MEDIAS））、働き手不足により多くの医療難
民、介護難民の発生への対応が社会問題となることが見込まれます。
このような経営環境下、当社グループは「人と人とのふれあいを大切にし社会貢献すると共に、社員の物心の

幸せを追求する」という会社理念のもと、「全国津々浦々に一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを
提供し、日本の在宅事情を明るくする。」という経営ビジョンを掲げ、事業を通じて「超高齢社会」における社
会問題の解決に資する企業となることを目指しております。
このような経営方針及び経営環境の下、当社グループが対処すべき課題は、主として、以下の項目と認識して

おります。
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❶人材の定着と採用の強化について
当社グループは、さらなる事業の拡大を図っていくためには、あん摩マッサージ指圧師、看護師及び介護士等

の専門職をはじめとした人材の定着と採用の強化が重要であると認識しております。
そのため、当社グループでは、待遇の改善、労務に焦点をあてたコンプライアンス委員会の開催、全事業所規

模での安全衛生委員会の開催、メンタル面での悩み相談が可能な外部相談窓口の設置、定期的に実施される従業
員満足度調査に基づく会社に対する満足度の把握及び従業員等が共感できる会社理念や経営ビジョンの共有化等
を通じて、離職率の低下等、人材の定着に向けた全社的な取り組みを実施しております。
また、人材採用の専門部署の設置、あん摩マッサージ指圧師を育成する専門学校における定期的な会社説明会

の実施等を通じて、採用の強化を図っております。
今後もこれらの施策等を継続的に実施し、人的経営資源の維持と確保に努めてまいります。

❷人材の育成について
当社グループは、適切な事業の遂行と事業の持続的な成長を実現していくためには、人材の育成が重要である

と認識しております。
当社グループの主力事業であるマッサージ直営事業においては、利用者の療養生活に資する高品質なサービス

提供を継続的に実施していくことこそが、事業の発展につながるものと考えております。
また、あん摩マッサージ指圧師は、独立開業が可能な有資格者となります。そのため、必要な人材を確保し続

けていくためには、成長実感を得られるような職場環境の提供により当社グループでの就労意欲を高めていくこ
とが必要となります。
これらの観点から、当社グループは、より高度で充実した教育研修体制の構築を図り、人材の育成に一層、注

力していくことが重要であると認識しております。当社グループは、サービス品質の維持及び向上を図る専門部
署を設置するとともに、年間70万件を超えるサービス提供実績に基づく症例データを蓄積し、これらのノウハウ
を教育研修に活用しておりますが、今後につきましても、品質管理体制の向上と教育研修制度の充実に積極的に
取り組んでまいります。

❸安定的な事業基盤の確立について
当社グループは、国民健康保険法及び健康保険法に定められた医療保険制度並びに介護保険法等に定められた

介護保険制度を利用した事業を展開しており、利用者の多くは高齢者であるとともに、利用者からの収入の多く
は、保険制度に基づく収入となっております。そのため、永続的に事業を通じた社会的な使命を果たしていくた
めには、特定の制度や利用者層に過度に依存することを回避することが重要であると考えております。
当社グループは、保険制度に基づく収入だけではなく、フランチャイズ加盟店からのロイヤリティ収入をはじ

めとした収益構造の多様化や、保険適用外サービスの展開による利用者層の拡充等を通じて、安定的な事業基盤
の確立に努めてまいります。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区 分 第21期
（2023年３月期）

第22期
（2024年３月期）

第23期
（2025年３月期）

第24期
［当連結会計年度］
（2026年３月期）

売上高 （千円） 4,584,081 5,710,030 7,582,581 7,637,505
経常利益 （千円） 70,864 126,558 △165,566 337,991
親会社株主に帰属
する当期純利益 （千円） 31,586 58,305 △244,549 508,915

１株当たり
当期純利益 （円） 13.45 24.78 △103.65 196.21

総資産 （千円） 4,529,875 6,190,141 8,700,897 5,391,283
純資産 （千円） 1,726,105 1,767,444 1,548,394 2,180,030
１株当たり純資産額 （円） 732.82 746.63 635.92 835.39

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しておりま
す。

（６）重要な親会社及び子会社の状況
❶親会社との関係
該当事項はありません。

❷重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の
出資比率 主要な事業内容

株式会社オルテンシアハーモニー 5,000千円 100.0％ マッサージフランチャイズ事業
フレアスカインドケア株式会社 50,000千円 100.0％ メディカルケア事業
フレアスミライワークス株式会社 10,000千円 100.0％ その他事業
（注）１．特定完全子会社に該当する子会社はありません。

２．スカイハート株式会社は2026年３月１日付でフレアスカインドケア株式会社に商号変更いたしました。
３．2025年12月１日付でフレアスミライワークス株式会社を設立いたしました。
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（７）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
事業区分 事業内容

マッサージ直営事業

①保険適用マッサージサービス
歩行困難なため自宅や施設で療養生活を余儀なくされている高齢者等の利
用者に対し、自宅や施設を訪問して、利用者の主治医の同意に基づき、医
療保険制度の適用対象となるマッサージサービスを提供しております。

②保険適用外マッサージサービス
医療保険制度の適用対象外となる、医師の同意を要しないマッサージサー
ビスを提供しております。

マッサージフランチャイズ事業
マッサージ直営事業にて提供しているマッサージサービスにつきまして、
フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。加盟店オーナ
ーとフランチャイズ契約を締結し、開業支援や営業、研修等のサポートを
提供しております。

メディカルケア事業

①看護小規模多機能型居宅介護事業
医療依存度の高い人や退院直後で状態が不安定な人、在宅での看取り支援
など、住み慣れた自宅での療養を支える介護保険サービスを提供しており
ます。

②訪問看護サービス事業
訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要す
る高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が
当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世
話や診療の補助等のサービスを提供しております。

その他事業

①訪問介護事業
訪問介護サービスでは、高齢者が自立した生活を送ることができるように
入浴・排泄等の身体介護サービス、掃除・洗濯等家事全般における生活援
助サービス、通院の際の車への乗り降りのサポートの通院等乗降介助のサ
ービスを行っています。また、障害福祉サービスにおける訪問系サービス
では障害のある方が自立した生活を送り、社会に参加することができるよ
う、身体の援助から外出時の支援まで総合的にサポートしております。

②居宅介護支援事業
ケアマネージャーを配置し、ケアプランの作成、各サービス事業者との連
絡調整、要介護認定の申請代行。月に1回利用者様の自宅を訪問し、「サ
ービスは適切維持」「状態変化等はないか」を確認しプランを見直すこと
で在宅生活を１日でも長く維持していただくサポートを行っております。
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（８）企業集団の主要な事業所（2026年３月31日現在）
❶本 店（当社） 山梨県中巨摩郡昭和町西条1514番地
❷東京本社（当社） 東京都品川区西五反田二丁目27番３号
❸事 業 所 直営店 98拠点

フランチャイズ 361拠点

直営店の主な事業所

名 称 所在地
フレアス在宅マッサージ札幌事業所 北海道札幌市豊平区
フレアス在宅マッサージ秋田事業所 秋田県秋田市
フレアス在宅マッサージ山梨事業所 山梨県中巨摩郡
フレアス在宅マッサージ富山事業所 富山県富山市
フレアス在宅マッサージ高知事業所 高知県高知市
フレアス在宅マッサージ鹿児島事業所 鹿児島県鹿児島市
その他マッサージ直営店 75事業所
フレアス訪問看護ステーション盛岡 岩手県盛岡市
フレアスヘルパーステーション盛岡 岩手県盛岡市
フレアス訪問看護ステーション宇都宮 栃木県宇都宮市
フレアス訪問看護ステーション水戸 茨城県水戸市
フレアス訪問看護ステーション新潟 新潟県新潟市
その他訪問看護・介護事業所 ６事業所
フレアス看護小規模多機能水戸 茨城県水戸市
フレアス看護小規模多機能越谷 埼玉県越谷市
フレアス看護小規模多機能上溝 神奈川県相模原市中央区
フレアス看護小規模多機能新潟江南 新潟県新潟市
フレアス看護小規模多機能宮野木 千葉県千葉市稲毛区
フレアス看護小規模多機能鵜の森 千葉県千葉市中央区
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（９）従業員の状況（2026年３月31日現在）
事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

マッサージ直営事業 546名（ 198名） 232名（ 36名）
マッサージフランチャイズ事業 39名（ ２名） ３名（ ０名）

メディカルケア事業 127名（ 42名） △248名（△104名）

その他 ６名（ ０名） △27名（ △15名）
全社（共通） 43名（ ４名） ０名（ △１名）
合計 761名（ 246名） △40名（ △84名）
（注）１．従業員数は、就業人員数であります。

２．臨時従業員数は、（ ）内に年間平均人員数を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、パート社員を含み、派遣社
員を除いております。

３．全社（共通）は、管理本部及び事業本部の本社機能の従業員であります。
４．当連結会計年度より一部所属セグメントの見直しを行いました。主に「施設系介護サービス事業」と「その他事業」に区分

していた訪問看護サービスについて「メディカルケア事業」へ集約しております。

（10）主要な借入先（2026年３月31日現在）
借入先 借入額

株式会社三井住友銀行 540,180千円
株式会社みずほ銀行 500,014千円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 75,050千円
株式会社山梨中央銀行 119,640千円
株式会社りそな銀行 50,000千円
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2 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

（１）発行可能株式総数 8,000,000株

（２）発行済株式総数 2,608,600株

（３）株主数 765名

（４）大株主
株主名 持株数 持株比率

株式会社優美 800,000株 30.67％
澤登 拓 709,100株 27.18％
株式会社ＳＢＩ証券 126,081株 4.83％
ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 119,000株 4.56％
フレアス従業員持株会 64,900株 2.49％
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 53,000株 2.03％
野村證券株式会社 47,400株 1.82％
加藤 誠悟 36,100株 1.38％
株式会社アルソア慧央グループ 33,000株 1.27％
塚田 崇 31,900株 1.22％

（注）１．持株比率は、四捨五入して表示しております。
２．持株比率は自己株式（65株）を控除して計算しております。
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３ 会社役員に関する事項
（１）取締役の氏名等 （2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長
ＣＥＯ 澤 登 拓

株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
フレアスカインドケア株式会社取締役
株式会社優美代表取締役社長

取締役ＣＦＯ 中 村 和 徳 フレアスカインドケア株式会社取締役

取締役
（監査等委員） 長 田 大 徳

ロイヤーコーチング株式会社代表取締役
弁護士法人ＦｏｒＰＥＡＣＥ法律事務所代表社員
株式会社クロス・オペレーショングループ社外監査役
フレアスカインドケア株式会社監査役

取締役
（監査等委員） 吉 田 雄 三 三菱自動車工業株式会社執行役付
取締役
（監査等委員） 三 好 昌 武 ー

（注）１．取締役（監査等委員）の長田大徳氏、吉田雄三氏及び三好昌武氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．情報収集及び監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役（常勤監査等委員）を置いております。
３．監査等委員である長田大徳氏は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
４．監査等委員である三好昌武氏は、企業経営者として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
５．当社は取締役（監査等委員）の長田大徳氏、吉田雄三氏及び三好昌武氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。
６．2025年６月30日をもって、古賀望氏は監査役を辞任いたしました。なお、辞任時における重要な兼職は、法律事務所ビジネスパート

ナーズでありました。
７．2025年７月31日をもって、関根竜哉氏は取締役を辞任いたしました。
８．2025年12月24日の臨時株主総会終結の時をもって、奈良香澄氏は監査役を退任いたしました。なお、退任時における重要な兼職は、

ピーエスエスストアーズ株式会社取締役でありました。
９．2025年12月24日の臨時株主総会終結の時をもって、日浦正貴氏は監査役を退任いたしました。なお、退任時における重要な兼職は、

大東建託アセットソリューション株式会社取締役及びトライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役でありました。
10 2026年１月30日をもって、川久保次朗氏は取締役を辞任いたしました。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と、監査等委員である取締役長田大徳氏、吉田雄三氏及び三好昌武氏は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第１項で定める最低責任限度額を限度としております。なお、2025年６月30日
をもって監査役を辞任いたしました古賀望氏及び2025年12月24日をもって監査役を退任いたしました奈良香澄
氏及び日浦正貴氏とも同様の責任限定契約を締結しておりました。
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（３）取締役及び監査役の報酬等
❶取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を取締役会の決議により定

めており、その概要は以下のとおりであります。

イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利

益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること
を基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報
酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととし
ております。

ロ 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業

績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

ハ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等は導入しておりませんが、各取締役の個別の報酬原案については、前事業年度における業

績等を勘案して策定しております。当該制度の今後の導入については、業績とのバランスや役員に対する業
績向上インセンティブ等を踏まえて検討していく方針であります。
非金銭報酬等は、ストックオプションとし、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、

業務執行を担う取締役に対し、前事業年度における業績等を勘案して定める数の新株予約権を一定の時期に
支給することがあります。

ニ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の
決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、代表取締役が社外取締役と事前に協議した上で、各取締

役の職責等を総合的に勘案して原案を策定しております。取締役会では、職責及び前事業年度における業績
等を総合的に勘案して策定された原案について審議を行い、取締役の個人別の報酬の割合を決定することと
しております。

ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役が社外取締役と事前に協議した上で、各取締役の職責等を総合的

に勘案して原案を策定し、取締役会において、株主総会で決議された総枠の範囲内において、業績、役位、
貢献度等を勘案し、原案について審議して決定しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の
決定に関する方針の決定に関与する委員会等はありません。
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なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が社外取締役と事前に協議した上で、
各取締役の職責等を総合的に勘案して原案を策定しており、取締役会においては、各取締役の業績、役位、貢献
度等を勘案して審議した結果、決定方針に沿うものであると判断しております。

❷取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額は、2025年12月24日開催の臨時株主総会において年

額140百万円以内と決議されております。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）当該定時株主総会終
結時点の取締役の員数は３名です。
監査等委員である取締役の報酬の額は、2025年12月24日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と

決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名です。
なお、2025年12月24日開催の臨時株主総会までの監査役の報酬の額は、2017年６月30日開催の定時株主総

会において年額30百万円以内と決議されております。

❸取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会が個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しており、代表取締役へ

の一任はしておりません。

❹取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

51,259
（2,835）

47,251
（2,835）

ー
（ー）

4,007
（ー）

5
（1）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

7,500
（7,500）

7,500
（7,500）

ー
（ー）

ー
（ー）

3
（3）

監査役
（うち社外監査役）

9,049
（4,662）

9,049
（4,662）

ー
（ー）

ー
（ー）

4
（3）

（注）１．報酬等の額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．非金銭報酬等は、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
３．上記には、2025年６月30日をもって辞任した社外監査役１名、2025年７月31日をもって辞任した取締役１名、2025年12

月24日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名（うち社外監査役１名）及び2026年１月30日をもって辞任
した取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名を含んでおります。
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（４）社外役員に関する事項
❶重要な兼職先である法人等と当社の関係
社外取締役長田大徳氏は、ロイヤーコーチング株式会社代表取締役及び弁護士法人ＦｏｒＰＥＡＣＥ法律事務所代表社員及

び株式会社クロス・オペレーショングループ社外監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別な利害関係はありま
せん。

社外取締役吉田雄三氏は、三菱自動車工業株式会社執行役付であります。なお、当社と兼職先との間には特別な利害関係は
ありません。

2025年６月30日をもって辞任した監査役古賀望氏は、法律事務所ビジネスパートナーズでありました。なお、当社と兼職
先との間には特別な利害関係はありません。

2025年12月24日をもって退任した監査役日浦正貴氏は、大東建託アセットソリューション株式会社取締役及びトライアン
フィールドホールディングス株式会社社外監査役でありました。なお、当社と兼職先との間には特別な利害関係はありません。

❷当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員） 長 田 大 徳

当事業年度に開催された取締役会には20回中20回、監査等委員会には
４回中４回出席し、主に弁護士及びビジネスコーチとしての専門的見
地から意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っており
ます。

社外取締役
（監査等委員） 吉 田 雄 三

社外監査役就任後に開催された取締役会には16回中16回、監査役会に
は７回中７回、監査等委員会には４回中４回出席し、主に管理部門に
おける高い専門的見地から意思決定の妥当性・正当性を確保するため
の発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 三 好 昌 武

社外監査等委員就任後に開催された取締役会には５回中５回、監査等
委員会には４回中４回出席し、主に企業経営者としての豊富な専門的
見地から意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行ってお
ります。

社外監査役 日 浦 正 貴
退任されるまでに開催された取締役会には、16回中16回、監査役会に
は、10回中10回出席し、主に上場企業における経営陣としての経験、
及び公認会計士として培ってきた豊富な経験及び見地から適宜発言を
行っております。

社外監査役 古 賀 望
辞任されるまでに開催された取締役会には、７回中６回、監査役会に
は、３回中３回出席し、主に弁護士及び公認会計士としての専門的見
地から適宜発言を行っております。

（注）１．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったもの
とみなす書面決議が４回ありました。

２．2025年12月24日開催の臨時株主総会後からは監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、長田大徳氏
（社外取締役）及び吉田雄三氏（社外監査役）は、2025年12月24日開催の臨時株主総会終結の時をもって社外取締役（監査
等委員）となっております。
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４ 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
（１）被保険者の範囲
当社は、当社の取締役、監査等委員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険契約を保険会社との間で締結しております。

（２）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費

用、並びに、会社の不当な行為に起因して有価証券損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用が填補対
象であります。また、保険料については、その全額を会社が負担しております。なお、被保険者である役員等の
職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合や、法令に
違反することを認識しながら行った行為等に関しては、上記保険契約により填補されません。

５ 会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の名称
かがやき監査法人

（２）報酬等の額

支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,000千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画におけ
る監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画
及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（３）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、責任限定契約は締結しておりませ
ん。
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（４）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会

計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出
いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。

６ 会社の体制及び方針
（１）業務の適正を確保するための体制
❶取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社及び子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人（以下、「役職員」という）は、法

令及び定款の遵守は当然のこととして、高い倫理観を保持して誠実に行動することが求められる。当社
は、そのような行動のよりどころとなる企業倫理として「会社理念」「経営ビジョン」及び「行動規範」
を定める。

ロ 当社は、「コンプライアンス規程」を定めるとともに、取締役会において「コンプライアンス基本方針」
を決議して、コンプライアンスの実践を経営の最重要課題の一つと位置づける。その上で、「コンプライ
アンス行動規範」を定め、当社グループのすべての役職員に対して、コンプライアンス意識が浸透するよ
うに努める。また、コンプライアンスに関する教育研修を定期的に実施する。

ハ 当社は、取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する重
要事項について慎重かつ十分に審議する。これにより、当社グループのコンプライアンス体制の維持及び
強化を図る。

ニ 当社は、監査等委員会直轄の組織として内部監査室を設置し、専属の内部監査人が内部監査活動を実施す
る。内部監査人は、当社グループにおける業務の法令及び定款の遵守性、並びに社内規程等への準拠性に
ついて、継続的にモニタリング活動を実施する。

ホ 当社は、企業倫理、コンプライアンス行動規範、法令等に反する行為が早期に発見され、是正されること
を目的として「コンプライアンス規程」及び「情報管理規程」を定め、内部通報制度を採用する。これに
より、企業倫理、コンプライアンス行動規範、法令等に反する行為があった場合には、直ちに取締役社
長、監査等委員及び内部監査人等に報告される体制を構築する。
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❷取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 当社は、「文書管理規程」を定め、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録により保存する。
ロ 当社の取締役及び監査等委員は、「文書管理規程」に基づいて取締役の職務の執行に係る情報を閲覧・謄

写することができる。
ハ 文書管理の主管部署は、取締役又は監査等委員から要請があった場合に備えて、取締役の職務の執行に係

る情報を常に閲覧可能な状態に保つ。

❸損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社は、取締役会において、事業活動の継続的な遂行を通じて社会的な責任を果たしていくこと、ステー

クホルダーからの社会的な信頼性を維持及び確保するとともにより一層高めていくことを目的として、
「リスク管理に関する基本方針」を定める。

ロ 当社は、効果的なリスク管理が実施できるように、経営トップのみならず全役職員参加型のリスク管理体
制を構築することに努める。また、取締役会及び経営会議において、当社グループのリスク管理に関する
活発なディスカッションを実施する。

ハ 当社は、「リスクマネジメント規程」を定め、リスクの顕在化を防止又は軽減することを通じて、損失等
の発生を抑制するために、適切な対策を立て実行する体制を構築する。そのために、「リスク管理マニュ
アル」の整備及びリスク管理に関する教育研修を実施して、当社グループのリスク管理の実効性を高め
る。

❹取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「職務分掌規程」を定め、部門

組織の職務分掌を明確にした上で、各取締役の管掌部門及び担当職務を定め、役割分担を明確にする。ま
た、「職務権限規程」を定め、各取締役の職務上の権限を明らかにする。

ロ 当社は、定例の取締役会を毎月１回以上開催し、経営上の重要事項を慎重に審議して意思決定の適正化を
図るとともに、原則として毎週開催される経営会議を通じて、取締役社長による迅速かつ公正な意思決定
を図る。これにより経営の健全性を確保しつつ、経営の効率化を推進する。
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ハ 当社は、年度計画のみならず、中期的な経営計画（以下、「中期経営計画」という）を策定し、将来の経
営目標と経営ビジョンを前提とした中期的な経営戦略と経営施策を明らかにする。当社は、中期経営計画
の策定を通じて、計画的かつ組織的な事業経営の実現に努め、経営のスピードを高める。

❺当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当社グループにおける業務の適正を確保するため、行動のよりどころとなる企業倫理として「会社理念」
「経営ビジョン」及び「行動規範」を定め、当社グループのコンプライアンス体制の構築に努める。また、
法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し、是正することを目的として、内部通報制
度の範囲をグループ全体とする。

ロ 子会社の経営上の重要事項に関しては、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り
決める。

ハ 当社グループは、年度計画のみならず、中期経営計画を策定し、将来の経営目標と経営ビジョンを前提と
した中期的な経営戦略と経営施策を明らかにする。当社は、中期経営計画の策定を通じて、計画的かつ組
織的な事業経営の実現に努め、経営のスピードを高める。

ニ 当社は、「内部監査規程」に基づき、内部監査室が子会社を含めた業務及び財産の状況の監査を行い、当
社グループの業務執行の適正を確保する。

❻反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方並びにそれを確保するための体制
イ 当社は、企業の社会的責任を自覚して、社会の秩序や当社の健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力

とは、一切の関係を遮断する。
ロ 当社は、「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応する。また、

不当要求防止責任者を設置して、いかなる名目の利益供与も行わない。

❼監査等委員会の職務を補助すべき使用人、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査等委
員会の指示の実効性の確保に関する体制
イ 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、遅滞なく、当該使用

人を置く。
ロ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分等の

決定については、事前に監査等委員会又は監査等委員の同意を要する。
ハ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人が他部署の使用人を兼務するときは、監

査等委員会の職務補助に係る業務を優先する。また、監査等委員会を補助する業務については、当該使用
人に対する指揮命令権限は監査等委員会に帰属し、取締役の指揮命令を受けない。
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❽取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査
等委員会への報告に関する体制その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 当社グループの役職員は、法令若しくは定款に反する行為、不正行為、又は当社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を発見したときや、経営上、重要な影響を及ぼす決定をしたときは、直ちに監査等委員又
は監査等委員会に報告する。

ロ 当社は、「コンプライアンス規程」を定め、監査等委員又は監査等委員会に前号の報告したことを理由と
して、当該報告者に対して、人事上その他不利な取扱いを行わない。

ハ 当社は、監査等委員会がその職務を遂行するために、監査費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、
当該監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに対応する。

ニ 監査等委員会は、取締役の意思決定の過程及び職務の執行の状況等を把握して、経営に対する監視機能を
発揮するために、取締役会のほか、経営会議やその他の重要な会議に出席することができる。また、稟議
書やその他の重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの役職員に説明を求めることができる。

ホ 当社は、監査等委員会が適切にその職務を果たすことができるように、監査等委員会と積極的にコミュニ
ケーションを図り、取締役社長その他の役職者は、監査等委員会と定期的に意見交換を実施する。また、
監査の計画、実施、結果の共有等の各段階において、監査等委員又は監査等委員会が内部監査人及び監査
法人と密接に連携できるように協力する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
❶取締役会は20回開催されており、他に取締役会決議があったものとみなす書面決議が４回ありました。また、
コンプライアンス委員会を開催するとともに、役職員に対し必要な研修を行っております。社内規程等は随時
見直しを行い更新するとともに、その内容を周知し、常時確認できるようにしております。

❷監査等委員会は４回開催され、過半数が社外監査等委員により構成されております。監査等委員は、監査等委
員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役、内部監査室との間で意見交換を行ってお
ります。

❸内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門への監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告して
おります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2026年３月31日現在）
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（単位：千円）

科 目 金 額
資産の部
流動資産 4,154,961
現金及び預金 1,617,219
売掛金 1,219,074
貯蔵品 14,460
立替金 1,158,725
その他 148,078
貸倒引当金 △2,595

固定資産 1,236,321
有形固定資産 644,300
建物 106,413
構築物 10,642
工具、器具及び備品 14,564
リース資産 512,680
その他 0

無形固定資産 336,418
のれん 145,310
契約関連無形資産 165,384
リース資産 3,235
その他 22,487

投資その他の資産 255,602
繰延税金資産 60,569
その他 195,033

資産合計 5,391,283

科 目 金 額
負債の部
流動負債 1,962,898
短期借入金 850,000
1年内返済予定の長期借入金 245,044
1年以内償還予定の社債 60,000
1年以内リース債務 22,686
未払金 379,040
未払法人税等 120,617
賞与引当金 80,902
その他 204,607

固定負債 1,248,354
長期借入金 191,276
社債 180,000
リース債務 586,545
退職給付に係る負債 13,794
繰延税金負債 58,777
その他 217,961

負債合計 3,211,253
純資産の部
株主資本 2,178,759
資本金 50,000
資本剰余金 713,290
利益剰余金 1,415,540
自己株式 △70

その他の包括利益累計額 375
退職給付に係る調整累計額 375

新株予約権 895
純資産合計 2,180,030
負債純資産合計 5,391,283

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 7,637,505
売上原価 4,150,322

売上総利益 3,487,182
販売費及び一般管理費 3,193,960

営業利益 293,222
営業外収益

助成金収入 149,805
違約金収入 7,595
その他 14,105 171,506

営業外費用
支払利息 100,128
その他 26,608 126,737
経常利益 337,991

特別利益
事業譲渡益 282,408
新株予約権戻入益 26,238 308,646

特別損失
固定資産除却損 421
リース解約損 3,247 3,669
税金等調整前当期純利益 642,968
法人税、住民税及び事業税 141,345
法人税等調整額 △7,292
当期純利益 508,915
親会社株主に帰属する当期純利益 508,915

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

株主資本 その他の包括
利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

退職給付に
係る調整累
計額

当期首残高 315,884 305,884 906,624 △70 1,528,322 △2,398 22,470 1,548,394

当期変動額

新株の発行 70,761 70,761 141,522 141,522

減資 △336,645 336,645
親会社株主に帰属す
る当期純利益 508,915 508,915 508,915

株主資本以外の項目
の当期変動額
（純額）

2,773 △21,575 △18,801

当期変動額合計 △265,884 407,406 508,915 - 650,437 2,773 △21,575 631,635

当期末残高 50,000 713,290 1,415,540 △70 2,178,759 375 895 2,180,030

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 3社
連結子会社の名称
株式会社オルテンシアハーモニー、フレアスカインドケア株式会社、フレアスミライワークス株式会社
2026年３月よりスカイハート株式会社の商号をフレアスカインドケア株式会社に変更しております。

連結範囲の変更
当連結会計年度より新たに設立したフレアスミライワークス株式会社を連結の範囲に含めております。

持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

会計方針に関する事項
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…………………最終仕入原価法
（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ８〜39年
構 築 物 10〜42年
工 具、 器 具 及 び 備 品 ３〜15年

無形固定資産…………定額法
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
の れ ん ３〜13年
契 約 関 連 無 形 資 産 13年

リース資産…………定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。
なお、主なリース期間は25年です。

（3）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金……売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
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② 賞 与 引 当 金……従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上し
ております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

マッサージ直営事業
当社及び連結子会社では、主治医から歩行困難のため通院が難しいと判断された顧客に対して、マッサー

ジ施術サービスを提供しております。マッサージ施術サービスは、主として医療保険制度に基づく診療契約
に基づき、マッサージ施術サービス提供を履行義務としています。履行義務の充足時点については、顧客へ
のマッサージ施術サービスの提供を完了した時点としております。

マッサージフランチャイズ事業
当社及び連結子会社では、当社とフランチャイズ加盟契約を締結した加盟店オーナーに対して、フランチ

ャイズロイヤルティとその他サービスである営業支援・マッサージ施術の教育・レセプト管理システムの貸
与・貯蔵品の販売等の経営支援サービスを提供しております。経営支援サービスは、加盟店オーナーとのフ
ランチャイズ加盟契約に基づき、経営支援サービス提供を履行義務としています。経営支援サービス（貯蔵
品の販売を除く）の履行義務の充足時点については、加盟店オーナーへの経営支援サービスの提供を完了し
た時点としております。
なお、ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上高を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して収益

認識しております。
マッサージフランチャイズ事業における一部の収益について、顧客への財又はサービスの提供における当

社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から加盟店オーナー等に支払う額を控除
した純額で収益を認識することとしております。
貯蔵品の国内販売については、出荷時から当該貯蔵品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期

間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

メディカルケア事業
当社及び連結子会社では、メディカルケア事業として看護小規模多機能型居宅介護事業を行っておりま
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す。
看護小規模多機能型居宅介護事業においては、主として主治医より看護が必要と判断された顧客に対し

て、施設内での訪問看護サービス、デイサービス、宿泊サービスを提供しております。医療保険及び介護保
険制度に基づく診療契約に基づき、訪問看護サービスの提供を履行義務としています。履行義務の充足時点
については、顧客への訪問看護サービス、デイサービス、宿泊サービスの提供を完了した時点としておりま
す。なお、医療対応型療養施設事業は、2025年９月１日付で株式会社リベルケアに事業譲渡いたしました。
譲渡日までの損益は、メディカルケア事業に算入しております。

その他事業
当社及び連結子会社では、その他事業として主に訪問介護事業を行っています。訪問介護事業では、高齢

者が自立した生活を送ることができるように入浴・排泄等の身体介護サービス、掃除・洗濯等家事全般にお
ける生活援助サービス、通院の際の車への乗り降りのサポートの通院等乗降介助のサービスを行っていま
す。

当社及び連結子会社では、各サービスの提供対価は、医療保険及び介護保険制度に基づく保険請求に関し
ては概ね３か月以内、その他のサービス対価については概ね1か月以内に受領しています。対価の金額に重
要な金融要素は含まれておりません。売上高（取引価格）は財又はサービスと交換時に当社が受け取ると見
込んでいる対価の金額であり、消費税等第三者のために回収する金額は除いております。

（6）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
①連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である株式会社オルテンシアハーモニー及びフレアスカインドケア株式会社、フレアスミライ

ワークス株式会社の決算日は３月31日であります。
②消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他資産「その他」として５年間で償却を行っております。
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会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りについては、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出してお

ります。当連結会計年度の連結計算書類に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連
結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

1．メディカルケア事業の固定資産の減損損失
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度において、メディカルケア事業の固定資産については減損損失を計上しておりません
が、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクに鑑みて開示項目として認識しておりま
す。

当連結会計年度
有形固定資産 610,123

無形固定資産 3,329

投資その他資産 48,277

計 661,730

（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、固定資産の減損の兆候を把握するに当たり、資産のグルーピングを介護施設の施設単
位で行っております。資産グループごとに、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである等の状況
により減損の兆候の有無を把握しております。
減損の兆候が識別された資産グループについては、減損損失の認識の要否の判定を実施しており、資産
グループにおける割引前将来キャッシュ・フローの総額と資産グループの固定資産の簿価の比較により減
損損失を認識すべきであると判定した場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上してお
ります。
当社グループの一部の介護施設では、２期連続して営業損失が生じており、減損の兆候が認められます
が、当該施設から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの帳簿価額を上回ってい
るため、減損損失の認識は不要と判断したため、減損損失は計上しておりません。
減損損失の要否の判定において使用する将来キャッシュ・フローは、事業計画を基礎としており、当該
計画は、各施設の施設利用者数や利用者単価の推移等の仮定を用いております。
しかしながら、事業計画の前提として条件や仮定が生じ、実際の営業損益又はキャッシュ・フローが見
積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（1）連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 60,569千円
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（2）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち将来にわたり税金負担額に影響するこ

とが認められる範囲内で認識しております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎として

おります。事業計画に含まれる将来の売上高予測の主要な仮定は、主に施術回数及び各施設の施設利用者数
や利用単価の見込みでありますが、これらが見込みよりも大幅に未達となった場合、繰延税金資産の計上額
を取り崩す可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 185,102千円

減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
（2）流動負債「その他」のうち、契約負債残高 15,811千円
連結損益計算書に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、(収益認識に関する注記)に記載しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数（株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 2,399,600 209,000 0 2,608,600

合計 2,399,600 209,000 0 2,608,600

２．配当に関する事項
基準日が前連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度となるもの
該当事項はありません。

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

（千円）

1株あたり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年6月26日
定時株主総会 普通株式 繰越利益

剰余金 27,572 10.57 2026年３月31日 2026年６月29日
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３．当連結会計年度末における新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる
株式の数（株）

第1回新株予約権 普通株式 19,000

第2回新株予約権 普通株式 12,000

第6回新株予約権 普通株式 3,000

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入や社債により
資金を調達しております。

（2）金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金については、主に医療保険制度及び介護保険制度に基づく債権であり、その大半は

各地域の後期高齢者医療広域連合等の保険者であるためリスクは僅少であります。また、フランチャイズ加
盟店に対する立替金についても各フランチャイズが持つ同医療債権を一時立て替えて先払いしているもので
あり、加盟店オーナーの信用リスクに晒されております。一方でその一部は利用者に対する債権であり、こ
れは利用者の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金及び未払費用は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、長期借入

金及びリース債務は、事業活動に必要な資金の調達を目的にしたものであり、流動性リスクに晒されており
ます。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、担当部署が取引相手からの入金状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに

期日及び残高を管理するとともに、滞留債権の早期把握や軽減を図っております。

②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性のリスク

を管理しております。

③市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
長期借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、固定金利と変動金利を勘案しリスク軽

減を図っております。社債、リース債務については、支払金利の変動リスクを抑制するために、固定金利
による調達を行っております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、立替金、短期借入金、未払金
未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

科 目 連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

（負債）
（1）長期借入金（※１） 436,320 428,302 △8,017
（2）社債（※２） 240,000 240,000 ー
（3）リース債務（※３） 609,231 637,641 28,410

（※１）1年内返済予定の長期借入金245,044千円は長期借入金に含めております。
（※２）1年内償還予定の社債60,000千円は社債に含めております。
（※３）1年内リース債務22,686千円はリース債務に含めております。

（注１）長期借入金及びリース債務の翌連結会計年度以降の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 245,044 144,732 46,544 ー ー ー
社債 60,000 60,000 60,000 60,000 ー ー
リース債務 22,686 22,985 21,637 22,059 22,495 497,366
合計 327,730 227,717 128,181 82,059 22,495 497,366

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ー 428,302 ー 428,302
社債 ー 240,000 ー 240,000
リース債務 ー 637,641 ー 637,641
負債計 ー 1,305,944 ー 1,305,944

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
これらの時価は、元利金の合計額と、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率を基に割引現
在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）金融商品の時価の算定方法に関する事項
負 債
（1）長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。

（2）社債
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の起債を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。

（3）リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。
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収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注） 合計マッサージ

直営事業
マッサージフ
ランチャイズ

事業
メディカルケ

ア事業 計

＜財又はサービスの種類別の内訳＞
訪問マッサージ 4,144,207 ー ー 4,144,207 ー 4,144,207
フランチャイズロイヤ
ルティ ー 675,712 ー 675,712 ー 675,712
その他のフランチャイ
ズ加盟店向けサービス ー 413,764 ー 413,764 ー 413,764

看多機施設他 ー ー 2,344,404 2,344,404 ー 2,344,404

その他 ー ー ー ー 15,511 15,511
顧客との契約から生じ
る収益 4,144,207 1,089,476 2,344,404 7,578,088 15,511 7,593,599

その他の収益 ー 43,906 ー 43,906 ー 43,906

外部顧客への売上高 4,144,207 1,133,382 2,344,404 7,621,994 15,511 7,637,505

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、訪問介護・居宅介護支援
事業を含んでおります。

２．その他の収益は、主として企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース取
引の収益が含まれております。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 会計方針に関する事項(5)重要な
収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
１．契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高)
売掛金 1,491,944千円

顧客との契約から生じた債権(期末残高)
売掛金 1,219,074千円

契約負債(期首残高)
前受金 14,471千円

契約負債(期末残高)
前受金 15,811千円
連結貸借対照表において、契約負債は、その他に含まれております。契約負債は、主としてサービ

スの提供時に収益を認識する契約について、顧客から受け取った前受対価に関連するものでありま
す。

２．残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期

間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 835円39銭
１株当たり当期純利益 196円21銭

重要な後発事象に関する注記
連結子会社であるフレアスカインドケア株式会社への事業譲渡
当社は2026年５月25日開催の取締役会において、連結子会社であるフレアスカインドケア株式会社に対して

ケアサービス事業を譲渡することを決議しました。2026年５月29日に事業譲渡契約を締結し、2026年６月１
日付で事業を譲渡する予定です。

１．取引の概要
（１）結合当事企業の名称及び当該事業の内容
①結合当事企業
事業譲受企業 フレアスカインドケア株式会社
事業譲渡企業 株式会社フレアス

②譲渡する事業の内容
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ケアサービス事業に含まれるすべての事業
（訪問看護事業、訪問介護事業および看護小規模多機能型居宅介護事業）

（２）企業結合日
2026年６月１日

（３）企業結合の法的形式
事業譲渡

（４）結合後企業の名称
変更はありません

（５）その他取引の概要に関する事項
当社グループは、経営資源の最適配分および収益・リスクの分離管理体制の整備を進めており、意思決定の迅

速化と専門人材の適正配置を推進するために、ケアサービス事業を連結子会社であるフレアスカインドケア株式
会社へ承継させることが、グループ全体の企業価値向上に資すると判断いたしました。

２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）および「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の
取引として処理いたします。
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企業結合等に関する注記
(事業の譲渡)
当社は、2025年６月２日の取締役会において、株式会社リベルケアに対して、メディカルケア事業に含まれ

る医療対応型療養施設（ホスピス）の全部及び看護小規模多機能型居宅介護施設の一部を譲渡することについて
決議し、2025年６月９日に事業譲渡契約を締結し、当契約に基づき、2025年９月１日付で当該事業を譲渡して
おります。

１．事業譲渡の理由
現在のわが国は、2040年に65歳以上人口のピークの到来が見込まれるなど高齢化が進展しており、医療・介

護の複合ニーズが高まっております。また、厚生労働省が2012年に発出した「在宅医療・介護あんしん2012」
により、住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービスを受けられる体制を構築するという「在宅シフ
ト政策」が推進されており、病院に変わる看取りの受け入れ先確保が喫緊の課題となっております。
そのような経営環境の中、当社グループはメディカルケア事業に含まれる医療対応型療養施設（ホスピス）事業
を中心とした成長を基本戦略として事業運営を進めて参りましたが、利用者の獲得、人材の採用に若干の遅れが
生じるなど、事業環境が厳しい状況が続いておりました。
そうした状況改善のため、当社グループは医療対応型療養施設（ホスピス）事業の今後の展開について、他社

との提携を含めて慎重に検討を重ねてまいりましたが、既にホスピス事業を展開されており、今後さらに拡大を
予定している株式会社リベルケアへメディカルケア事業の一部を譲渡いたしました。
本事業譲渡は、当該事業の発展に繋がり、現在ご入居いただいております利用者にも継続してサービスを提供

することができ、現状において最善の選択であると考えております。また当社グループにおいても、祖業であり
収益性の高いマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及びメディカルケア事業へ経営資源を集中
し、新たな成長軌道を描けることができるものと判断し、事業譲渡を決定いたしました。

２．事業譲渡の概要
（１）譲渡する事業の内容
メディカルケア事業に含まれる医療対応型療養施設（ホスピス）の全部及び看護小規模多機能型居宅介護施設

の一部（フレアス看護小規模多機能水戸、フレアス看護小規模多機能越谷、フレアス看護小規模多機能上溝、フ
レアス看護小規模多機能新潟江南、ＳＫＹＨＥＡＲＴ看護小規模多機能宮野木、ＳＫＹＨＥＡＲＴ看護小規模多
機能鵜の森の６施設以外の施設）
（２）事業譲渡先企業の名称
株式会社リベルケア

（３）事業譲渡日
2025年９月１日

(４）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金のみとする事業譲渡

３．実施した会計処理の概要
（１）移転損益の金額
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事業譲渡益 282,408千円
（２）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
固定資産 4,126,107千円
資産合計 4,126,107千円
固定負債 3,846,407千円
負債合計 3,846,407千円

（３）会計処理
当該譲渡事業の帳簿価額と売却価額との差額は、事業譲渡に関連するその他の費用と合わせて「事業譲渡益」

として特別利益に計上しております。

４．譲渡した事業が含まれていた報告セグメント
メディカルケア事業

５．連結損益計算書に計上されている譲渡した事業に係る損益の概算額
売上高 1,425,421千円
営業損失 245,251千円

2026年05月27日 17時32分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



計算書類
貸借対照表（2026年３月31日現在）

39

（単位：千円）

科 目 金 額
資産の部
流動資産 3,645,505
現金及び預金 1,254,476
売掛金 1,173,935
貯蔵品 14,242
立替金 921,186
前払費用 244,754
その他 38,969
貸倒引当金 △2,060

固定資産 1,212,619
有形固定資産 407,388
建物 32,696
工具、器具及び備品 9,474
リース資産 365,218

無形固定資産 31,187
ソフトウエア 22,456
のれん 5,489
その他 3,241

投資その他の資産 774,042
関係会社株式 481,357
関係会社長期貸付金 60,000
長期前払費用 35,190
敷金及び保証金 136,915
繰延税金資産 60,569
その他 10

資産合計 4,858,124

科 目 金 額
負債の部
流動負債 1,935,691
短期借入金 850,000
1年内返済予定の長期借入金 243,608
1年内償還予定の社債 60,000
1年内リース債務 16,342
未払金 348,224
未払費用 101,377
前受金 15,811
未払法人税等 111,411
預り金 7,317
賞与引当金 73,050
その他 108,548

固定負債 1,037,589
長期借入金 191,276
社債 180,000
リース債務 444,777
退職給付引当金 13,927
受入保証金 207,608

負債合計 2,973,280
純資産の部
株主資本 1,883,948
資本金 50,000
資本剰余金 713,290
資本準備金 376,645
その他資本剰余金 336,645

利益剰余金 1,120,728
その他利益剰余金 1,120,728
繰越利益剰余金 1,120,728

自己株式 △70
新株予約権 895
純資産合計 1,884,843
負債純資産合計 4,858,124

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 7,224,159
売上原価 3,894,848

売上総利益 3,329,310
販売費及び一般管理費 3,157,253

営業利益 172,057
営業外収益

助成金収入 149,805
違約金収入 7,595
業務委託料 29,131
その他 12,444 198,977

営業外費用
支払利息 98,858
その他 26,608 125,466
経常利益 245,567

特別利益
事業譲渡益 282,408
新株予約権戻入益 26,238 308,646

特別損失
リース解約損 3,247
固定資産除却損 421 3,669
税引前当期純利益 550,545
法人税、住民税及び事業税 131,078
法人税等調整額 712
当期純利益 418,754

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 315,884 305,884 ー 305,884 701,974 701,974 △70 1,323,672
当期変動額 ー
新株の発行 70,761 70,761 70,761 141,522
減資 △336,645 336,645 336,645 ー
当期純利益 418,754 418,754 418,754
株主資本以外
の項目の
当 期 変 動 額
（純額)
当期変動額合計 △265,884 70,761 336,645 407,406 418,754 418,754 ー 560,276
当期末残高 50,000 376,645 336,645 713,290 1,120,728 1,120,728 △70 1,883,948

新株
予約権

純資産
合計

当期首残高 22,470 1,346,143
当期変動額 −
新株の発行 141,522
減資 −
当期純利益 418,754
株主資本以外
の項目の
当期変動額
（純額）

△21,575 △21,575

当期変動額合計 △21,575 538,700
当期末残高 895 1,884,843

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………………移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 …………………最終仕入原価法

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ８〜39年
工 具、 器 具 及 び 備 品 ３〜15年

無形固定資産…………定額法
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
の れ ん ３〜13年

リース資産 …………定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。
なお、主なリース期間は25年です。

４．引当金の計上基準
（1） 貸 倒 引 当 金……売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

（2） 賞 与 引 当 金……従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上して
おります。
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（3） 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ
き計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

５．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

マッサージ直営事業
当社では、主治医から歩行困難のため通院が難しいと判断された顧客に対して、マッサージ施術サービス

を提供しております。マッサージ施術サービスは、主として医療保険制度に基づく診療契約に基づき、マッ
サージ施術サービス提供を履行義務としています。履行義務の充足時点については、顧客へのマッサージ施
術サービスの提供を完了した時点としております。

マッサージフランチャイズ事業
当社では、当社とフランチャイズ加盟契約を締結した加盟店オーナーに対して、フランチャイズロイヤル

ティとその他サービスである営業支援・マッサージ施術の教育・レセプト管理システムの貸与・貯蔵品の販
売等の経営支援サービスを提供しております。経営支援サービスは、加盟店オーナーとのフランチャイズ加
盟契約に基づき、経営支援サービス提供を履行義務としています。経営支援サービス（貯蔵品の販売を除
く）の履行義務の充足時点については、加盟店オーナーへの経営支援サービスの提供を完了した時点として
おります。
なお、ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上高を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して収益

認識しております。
マッサージフランチャイズ事業における一部の収益について、顧客への財又はサービスの提供における当

社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から加盟店オーナー等に支払う額を控除
した純額で収益を認識することとしております。
貯蔵品の国内販売については、出荷時から当該貯蔵品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期

間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

メディカルケア事業
当社では、メディカルケア事業として看護小規模多機能型居宅介護事業を行っております。
看護小規模多機能型居宅介護事業においては、主として主治医より看護が必要と判断された顧客に対し

て、施設内での訪問看護サービス、デイサービス、宿泊サービスを提供しております。医療保険及び介護保
険制度に基づく診療契約に基づき、訪問看護サービスの提供を履行義務としています。履行義務の充足時点
については、顧客への訪問看護サービス、デイサービス、宿泊サービスの提供を完了した時点としておりま
す。
なお、医療対応型療養施設事業は、2025年９月１日付で株式会社リベルケアに事業譲渡をいたしました。

譲渡日までの損益は、メディカルケア事業に算入しております。

その他事業
当社では、その他事業として主に訪問介護事業を行っております。訪問介護事業では、高齢者が自立した
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生活を送ることができるように入浴・排泄等の身体介護サービス、掃除・洗濯等家事全般における生活援助
サービス、通院の際の車への乗り降りのサポートの通院等乗降介助のサービスを行っています。

当社では、各サービスの提供対価は、医療保険及び介護保険制度に基づく保険請求に関しては概ね３か月
以内、その他のサービス対価については概ね１か月以内に受領しています。対価の金額に重要な金融要素は
含まれておりません。売上高（取引価格）は財又はサービスと交換時に当社が受け取ると見込んでいる対価
の金額であり、消費税等第三者のために回収する金額は除いております。

会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りについては、合理的な予測をもとに算出しておりますが、特に重要なものとして以下の項目

を考えております。

１．固定資産の減損損失
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度において、メディカルケア事業の固定資産については減損損失を計上しておりませんが、翌事

業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクに鑑みて開示項目として認識しております。

当事業年度
有形固定資産 373,211

無形固定資産 3,304

投資その他資産 26,516

計 403,031

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産の減損の兆候を把握するに当たり、資産のグルーピングを介護施設の施設単位で行っ

ております。資産グループごとに、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである等の状況により減損
の兆候の有無を把握しております。当社は、資産グループの固定資産の簿価の比較により減損損失を認識す
べきであると判定した場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上しております。
当社の一部の介護施設では、2期連続して営業損失が生じており、減損の兆候が認められますが、当該施

設から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの帳簿価額を上回っているため、減損
損失の認識は不要と判断したため、減損損失は計上しておりません。
減損損失の要否の判定において使用する将来キャッシュ・フローは、事業計画を基礎としており、当該計

画は、各施設の施設利用者数や利用者単価の推移等の仮定を用いております。
しかしながら、事業計画の前提として条件や仮定が生じ、実際の営業損益又はキャッシュ・フローが見積

りと異なった場合、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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２．繰延税金資産の回収可能性
貸借対照表に計上した金額
繰延税金資産 60,569千円
会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報につきましては連結注記表記載

のとおりです。

貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 116,887千円

減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

(2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲載したものを除く）
短期金銭債権 21,305千円

（3）関係会社に対する債務保証
リース債務 148,111千円

損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

営業取引による取引高 126,810千円
営業取引以外の取引高 31,638千円

（2）顧客との契約から生じる収益
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 7,224,159千円

株主資本等変動計算書に関する注記
(1)自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 ㈱ 65 ー ー 65

税効果会計に関する注記
繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳
減価償却限度超過額 230千円
退職給付引当金 4,795千円
賞与引当金 25,151千円
未払事業税等 3,204千円
未払法定福利費 4,042千円
資産調整勘定 55,106千円
その他 40,080千円
繰延税金資産小計 132,610千円

評価性引当金 △72,041千円
繰延税金資産合計 60,569千円
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関連当事者との取引に関する注記

属性 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所
有）の割合

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目 期末残高

（千円）

子
会
社

株式会社オルテ
ンシアハーモニ
ー

所有
直接100.0％

役務の提供及
び役員の兼任

資金の回収 50,100 関係会社長期
貸付金 ー

教育研修費 88,410 前払費用 136,151

子
会
社

フレアスカイン
ドケア株式会社

所有
直接100.0％

役務の提供、
運転資金の貸
付、役員の兼
任

受 取 利 息 751 関係会社長期
貸付金 60,000

債 務 保 証 148,111 ー ー

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れており
ません。
研修にかかる費用に関する取引条件については、一般的な研修単価を参考として決定しております。
会社運営等にかかる業務の受託に関する取引条件については、受託する業務の内容等を勘案のうえ決定してお

ります。取引金額には消費税等が含まれておりません。
債務保証について保証料等はゼロとしております。
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収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 722円22銭
１株当たり当期純利益 161円45銭

重要な後発事象に関する注記
（子会社であるフレアスカインドケア株式会社への事業譲渡）
当社は2026年５月25日開催の取締役会において、子会社であるフレアスカインドケア株式会社に対してケアサ
ービス事業を譲渡することを決議しました。2026年５月29日に事業譲渡契約を締結し、2026年６月１日付で
事業を譲渡する予定です。

１．取引の概要
（１）結合当事企業の名称及び当該事業の内容
①結合当事企業
事業譲受企業 フレアスカインドケア株式会社
事業譲渡企業 株式会社フレアス
②譲渡する事業の内容
ケアサービス事業に含まれるすべての事業
（訪問看護事業、訪問介護事業および看護小規模多機能型居宅介護事業）
（２）企業結合日
2026年６月１日
（３）企業結合の法的形式
事業譲渡
（４）結合後企業の名称
変更はありません
（５）その他取引の概要に関する事項
当社は、経営資源の最適配分および収益・リスクの分離管理体制の整備を進めており、意思決定の迅速化と専門
人材の適正配置を推進するために、ケアサービス事業を子会社であるフレアスカインドケア株式会社へ承継させ
ることが、当社の企業価値向上に資すると判断いたしました。

２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）および「企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取
引として処理いたします。
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独立監査人の監査報告書
2026年５月26日

株式会社フレアス
取 締 役 会 御中

かがやき監査法人
大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森本 琢磨

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中丁 卓也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フレアスの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会

計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フレア

ス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計

算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監
査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
2026年５月26日

株式会社フレアス
取 締 役 会 御中

かがやき監査法人
大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森本 琢磨

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中丁 卓也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フレアスの2025年４月１日から2026年３月31日まで

の第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書
当監査等委員会は、第24期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)における取締役の職務の執行について監
査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。
なお、当事業年度は、2025年12月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき当社が監査役会設置会社から監査等委員会設

置会社へ移行した後の初年度に当たることから、移行前後の双方の期間における職務の執行状況を一体として監査の対象と
しております。
１．監査の方法及びその内容
当監査等委員会は、移行直後の期間である2025年度第4四半期(2026年1月〜3月)について「期末決算監査の確実な遂

行」及び「監査基盤の整備」を重点項目とする監査計画を策定し、また、2026年度年間監査計画において「予防監査の
重視」「実質的な監査」「リスクアプローチ」及び「（各部門との）連携の強化」を基本方針として掲げ、これらに基づき
監査を実施いたしました。また、当監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取
締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施いたしました。具体的な監査の方法及びその内容は、次のとおりであります。
(1) 監査等委員会の組織体制の確立
監査等委員会設置会社への移行に伴い、当監査等委員会は、監査の独立性及び実効性の確保を目的として、自らの組織

体制及び運営基盤の整備を最優先に取り組みました。まず、監査基準の改定、選定監査等委員の指名、内部監査室との連
携方針並びに子会社監査の進め方等について協議し、これらに基づき、監査等委員会規程、監査等委員会監査基準、内部
統制システム監査実施基準及び内部監査室規程の4規程を制定いたしました。あわせて、補助使用人(事務局)機能として、
松本氏を2026年3月1日付で監査等委員会室付として配置し、監査調書作成、議事録作成、資料収集・整理の運用ルール
を整備したうえで、これらを実行してまいりました。
(2) 代表取締役等との意思疎通
当監査等委員会は、代表取締役及び取締役CFO等の経営陣との意思疎通を継続的に図ることを目的として、定例連絡会

の枠組みを設定するとともに、経営方針、事業計画、リスク認識及び重要案件の進捗等について情報共有を行う体制を整
備し、実施してまいりました。また、日常的な業務執行状況の把握については、各部門長との個別面談に加えて、取締役
会及び経営会議その他月例会議等の重要な会議に出席し経営判断プロセス及び意思決定の妥当性について確認いたしまし
た。
(3) 会計監査人との連携
当監査等委員会は、会計監査人かがやき監査法人より、当期の監査計画の概要、重点監査項目、リスク評価、監査体制

等について説明を受け、その内容を検討いたしました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)として識別されたメディカ
ルケア事業に係る固定資産の減損について、識別の経緯、評価指標及び監査手続の概要について継続的に協議を行いまし
た。さらに、収益認識に係る不正リスク、経営者による内部統制の無効化リスク、立替金の回収可能性等の重要な監査領
域について協議を重ね、あわせて、監査結果報告書、マネジメント・レター等の書面を踏まえ、会計監査人の独立性、専
門性、監査品質、職務遂行体制等の相当性について評価を行い、いずれも相当であると認めました。
(4) 内部統制システムの監視と検証
当監査等委員会は、内部監査室との間で連携体制を構築し、年度監査計画及び監査結果の共有、重要事案に関する随時

報告並びに毎月の定例連絡会の枠組みを整備いたしました。また、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の整備及び運用状況
について、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行いつつ確認を実施いたしました。これらの手続を通じ、取締役会が
整備した内部統制システムに係る決議の内容及び当該システムの運用状況について、継続的なモニタリングを実施いたし
ました。
(5) 2025年度期末監査及び監査報告の作成
当監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表)及びその附属明細書、並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表)について、取締役及び使用人等から必要な報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、関連する重要な会
議の議事録、決裁書類、内部統制関連資料及び会計監査人受領資料を閲覧する方法により検討を行いました。なお、子会
社については、子会社の取締役等と意思疎通を行うことでその事業の報告を受けたほか、必要に応じて当社の関係部門を
通じて子会社の状況の確認を行いました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算
書類について検討いたしました。
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、当事業年度
において会計監査人から提出されたマネジメント・レターにおいて、決算・連結財務報告体制、グループ内取引管
理及び開示資料レビュー体制等に関する改善提言を受けており、当監査等委員会は、当社が新財務経理部長の着任
を契機としてこれらの体制再構築を進めていることを確認しており、次年度においても継続的なモニタリングの対
象とする方針であります。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引については、当社に親会社は存在せず、報告対象事項はありません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人かがやき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人かがやき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．監査等委員の意見
本監査報告書に記載した監査結果について、各監査等委員の間に異なる意見はありません。

４．後発事象
事業年度の末日（2026年3月31日）後、以下の後発事象が生じております。

(1) 内容
当社は、2026年6月1日付をもって、看護小規模多機能型居宅介護事業をフレアスカインドケア株式会社に事業譲渡す

ることに決定いたしました。
(2) 経緯
当該事業譲渡は、質的な重要性があることから後発事象として処理することといたしました。

(3) 譲渡価額
0円

(4) 影響
当社の財政状態及び経営成績に与える影響については、計算書類の注記事項に記載のとおりであります。
2026年５月26日

株式会社フレアス 監査等委員会
常勤監査等委員 長 田 大 徳 ㊞
監査等委員 吉 田 雄 三 ㊞
監査等委員 三 好 昌 武 ㊞

（注）監査等委員長田大徳、吉田雄三及び三好昌武は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で
あります。なお、長田大徳が監査等委員長を務めております。

以上
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議案及び参考事項

第１号 議 案 剰余金処分の件
当期の期末配当につきましては、経営環境及び財務状況等を勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

金銭
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円57銭 総額27,572,214円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月29日
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第２号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選
任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（２名）は、本総会終結の時を
もって任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

澤
さわ

登
のぼり

拓
たく

（1969年１月９日生）

1999年４月 有限会社東洋医学会館入社
2000年４月 株式会社アメニティサービス入社
2000年７月 ふれあい在宅マッサージ開業
2002年４月 有限会社ふれあい在宅マッサージ（現当社）設立 代表

取締役社長
2005年４月 株式会社ふれあい在宅マッサージ（現当社）組織変更

代表取締役社長
2016年３月 株式会社優美設立 代表取締役社長（現任）
2020年６月 株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
2022年９月 当社代表取締役会長
2022年９月 株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役会長
2024年５月 当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
2024年５月 株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長

（現任）
2024年10月 株式会社スカイハート代表取締役社長
2025年11月 フレアスカインドケア株式会社取締役（現任）

709,100株

【取締役候補者とした理由】
澤登拓氏は、長年にわたり当社の代表取締役として、経営の重要事項決定及び業務執行の監督に十

分な役割を果たしてきており、今後も当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できる
と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２※

長
おさ
田
だ

大 徳
ひろ のり

（1975年９月12日生）

2011年12月 弁護士登録
2011年12月 ネクスト法律事務所入所
2014年３月 法律事務所横濱アカデミア代表弁護士
2015年１月 かまくら地域資産株式会社取締役
2019年10月 ロイヤーコーチング株式会社代表取締役（現任）
2019年10月 Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ−Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社（現ク

ロス・オペレーショングループ）社外監査役（現任）
2020年７月 ロイヤーコーチング法律事務所代表弁護士
2022年10月 弁護士法人ＦｏｒＰＥＡＣＥ法律事務所代表社員

（現任）
2024年６月 当社社外取締役
2025年11月 フレアスカインドケア株式会社監査役（現任）
2025年12月 当社社外取締役監査等委員（現任）

−株

【取締役候補者とした理由】
長田大徳氏は、弁護士として専門的な経験と豊富な知識を有しており、当社の重要事項の決定に十

分な役割を果たすことが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３※

髙
た か は し よ う す け
階 陽 介

（1973年７月10日生）

1996年４月 東京三菱銀行 入行
2000年８月 同社 為替資金部欧州室（ロンドン駐在）
2003年８月 同社 金融商品開発部（東京本社）
2006年４月 三菱東京ＵＦＪ銀行（合併）
2010年２月 同社 米州投資銀行部（ニューヨーク駐在）
2016年12月 同社 クレジットポートフォリオマネジメント部（東京

本部）
2018年12月 同社 ＭＵＦＧ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｍｅｒｉｃ

ａｓ （ニューヨーク駐在）
2020年３月 同社 ＭＵＦＧ（持株）経営企画部 副部長（理事）
2021年１月 同社 ＭＵＦＧ（持株）財務企画部ＩＲ室（理事）
2023年９月 同社 中近東総支配人（理事）
2024年11月 東京海上ホールディングス 入社
2026年５月 フレアスカインドケア株式会社監査役（現任）

−株

【取締役候補者とした理由】
髙階陽介氏は、金融機関に長年勤務し、金融・財務・ＩＲの分野における高い専門的知識及び実績

を有していることから、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると判断し、取
締役候補者といたしました。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者のうち、澤登拓氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
３．長田大徳氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を

辞任いたします。
４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に

基づいて行った不当な行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用、並びに、会社の不当な行為に起
因して有価証券損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。な
お、各取締役候補者の選任が承認された場合、当該契約の被保険者となります。

５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用、並びに、
会社の不当な行為に起因して有価証券損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用が填補対象であります。また、保
険料については、その全額を会社が負担しております。なお、被保険者である役員等の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするため、当該被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合や、法令に違反することを認識しながら行った行為等に関
しては、上記保険契約により填補されません。

６．※印は新任の取締役候補者であります。
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第３号 議 案 監査等委員である取締役１名選任の件
現任監査等委員である取締役長田大徳氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査

等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委

員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

中
なか
村
む ら

和 徳
かず のり

（1960年５月４日生）

1984年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2013年８月 株式会社はせがわ入社
2015年８月 同社 執行役員
2018年４月 同社 執行役員兼補欠監査役
2021年４月 株式会社ＡＬiＮＫインターネット取締役ＣＦＯ
2024年１月 鈴木三栄株式会社入社
2025年４月 スカイハート株式会社監査役
2025年 6 月 当社取締役
2025年７月 当社取締役CFO（現任）
2025年11月 フレアスカインドケア取締役（現任）

ー株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
中村和徳氏は、金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での取

締役の実績を有していることから、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると
判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

（注）１．監査等委員である取締役候補者中村和徳氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．本総会終結の時をもって辞任予定の監査等委員である取締役長田大徳氏は第２号議案の取締役候補者であります。
３．監査等委員である各取締役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める

限度額とする責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額で
あります。中村和徳氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に
基づいて行った不当な行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用、並びに、会社の不当な行為に起
因して有価証券損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。候
補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用、並びに、
会社の不当な行為に起因して有価証券損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用が填補対象であります。また、保
険料については、その全額を会社が負担しております。なお、被保険者である役員等の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするため、当該被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合や、法令に違反することを認識しながら行った行為等に関
しては、上記保険契約により填補されません。

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場

東京都渋谷区初台二丁目５番８号
西新宿豊国ビル ２F
TEL 03（6632）9210

交 通

「京王線」初台駅、「小田急線」代々木八幡駅、
「千代田線」代々木公園駅より徒歩12分

お車でのご来場はご遠慮ください。
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